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第１章  総則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、名寄市立大学奨学金給付条例（平成 30年名寄市条例第 32号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。  

第２章  給付型奨学金  

（給付申請書等）  

第３条  条例第５条に規定する申請書は、名寄市立大学給付型奨学金給付申請書（別記

様式第１号）とし、必要な書類は、次の各号に掲げる文書とする。  

(１ ) 家庭状況調書（別記様式第２号）  

(２ ) 市区町村長が発行する当該学生の属する世帯（同居、別居を問わず生計を一に

する家族）全員の所得証明書  

(３ ) その他市長が必要と認める書類  

２  条例第５条の規定により給付型奨学金を申請する者のうち、名寄市立大学の授業料

等徴収条例施行規則（令和２年名寄市規則第 19号）第６条第３項に規定する授業料等

減免申請書を提出する者は、同項各号に定める書類の写しをもって、前項各号の書類

に代えることができるものとする。  



2/17 

（奨学生の決定）  

第４条  市長は、条例第６条第２項の規定により奨学生を決定したときは、名寄市立大

学給付型奨学金給付決定通知書（別記様式第３号）により通知し、非該当となった者

には名寄市立大学給付型奨学金給付却下通知書（別記様式第４号）により通知するも

のとする。  

２  前項の決定の通知を受けた奨学生は、指定された期日までに次の各号に掲げる書類

を提出しなければならない。  

(１ ) 誓約書（別記様式第５号）  

(２ ) 奨学金口座振替申出書（別記様式第６号）  

（給付型奨学金の給付）  

第５条  市長は、奨学生に対し、次の表に掲げるとおり給付型奨学金を給付するものと

する。  

給付日  奨学生の年次区分  給付月分  

８月 15日  ２年次から４年次まで  ４月分から９月分まで  

10月 15日  １年次  ４月分から 12月分まで  

２年次から４年次まで  10月分から 12月分まで  

翌年１月 15日  １年次から４年次まで  １月分から３月分まで  

２  前項の表の給付日が金融機関等の休業日になる場合は、翌営業日を給付日とする。  

（給付の停止又は取消し）  

第６条  市長は、条例第９条の規定により、給付型奨学金の給付を停止し、又は取り消

す場合は、名寄市立大学給付型奨学金取消等決定通知書（別記様式第７号）により、

申請者に通知するものとする。  

（給付型奨学金の返還）  

第７条  市長は、前条の規定により給付型奨学金の給付の停止又は取消しをした場合に

おいて、条例第 10条に基づき給付した給付型奨学金の全部又は一部の返還を命ずる場

合は、名寄市立大学給付型奨学金返還請求書（別記様式第８号）により、申請者に対

し期限を定めて通知するものとする。  

（奨学生の補充）  

第８条  市長は、第６条の規定により給付型奨学金の給付を停止し、又は取り消した場

合は、非該当となった者のうちから条例第６条第２項の規定に則り、奨学生を補充す

るものとする。  
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第３章  災害等一時給付奨学金  

（給付申請書等）  

第９条  条例第 12条に規定する申請書は、名寄市立大学災害等一時給付奨学金給付申請

書（別記様式第９号）とし、必要な書類は、次の各号に掲げる書類とする。  

(１ ) 家庭状況調書  

(２ ) 給付対象者であることを証明する次のいずれかの書類  

ア  学生の属する世帯の家屋等に相当の損壊があったことを証する書類  

イ  生計維持者が死亡したことを証する書類  

ウ  生計維持者の重度の疾病を証する医師の診断書  

(３ ) その他市長が必要と認める書類  

（受給者の決定）  

第 10条  市長は、条例第 13条の規定により災害一時給付金の受給者を決定したときは、

名寄市立大学災害等一時給付奨学金給付決定通知書（別記様式第 10号）により通知し、

非該当となった者には名寄市立大学災害等一時給付奨学金給付却下通知書（別記様式

第 11号）により通知するものとする。  

２  前項の通知を受けた受給者は、指定された期日までに次の各号に掲げる書類を提出

しなければならない。  

(１ ) 誓約書  

(２ ) 奨学金口座振替申出書  

（災害一時給付金の給付）  

第 11条  市長は、前条の手続終了後、速やかに受給者に災害一時給付金を給付するもの

とする。  

（給付の取消し及び返還）  

第 12条  市長は、災害一時給付金の受給者に申請内容の不正事実が認められたときは、

名寄市立大学災害等一時給付奨学金取消等決定通知書（別記様式第 12号）により給付

を取り消すとともに、給付した災害一時給付金の返還を命ずる場合は、名寄市立大学

災害等一時給付奨学金返還請求書（別記様式第 13号）により、受給者に対し期限を定

めて通知するものとする。  

第４章  奨学金審査委員会  

（組織）  

第 13条  条例第 15条に規定する審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(１ ) 学部長  
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(２ ) 学生部長  

(３ ) 学生委員会委員のうち学生部長が指名した者２人  

(４ ) 事務局長  

(５ ) 事務局総務課長  

（委員長及び副委員長）  

第 14条  審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には前条第１号の委員を、副

委員長には同条第２号の委員をもって充てる。  

２  委員長は、審査委員会の会務を総理し、審査委員会を代表する。  

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

に、その職務を代理する。  

（審査委員会の会議）  

第 15条  審査委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。  

２  審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。  

３  審査委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。  

（庶務）  

第 16条  審査委員会の庶務は、学生部学生課で行うものとする。  

第５章  補則  

（委任）  

第 17条  この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。  

附  則  

この規則は、平成 31年４月１日から施行する。  

附  則（令和元年９月２日規則第 10号）  

この規則は、令和２年４月１日から施行する。  

附  則（令和６年３月 19日規則第８号）  

この規則は、令和６年４月１日から施行する。  
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別記様式第１号（第３条関係）  
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別記様式第２号（第３条、第９条関係）  
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別記様式第３号（第４条関係）  
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別記様式第４号（第４条関係）  
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別記様式第５号（第４条、第 10条関係）  
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別記様式第６号（第４条、第 10条関係）  
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別記様式第７号（第６条関係）  
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別記様式第８号（第７条関係）  
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別記様式第９号（第９条関係）  
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別記様式第 10号（第 10条関係）  
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別記様式第 11号（第 10条関係）  
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別記様式第 12号（第 12条関係）  
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別記様式第 13号（第 12条関係）  

 


